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原油処理能力の削減について

記者各位

 

　当社（社長：杉森 務）は、エネルギー供給構造高度化法二次告示に対応すべく、２０１７年３月末をもって、下記の通り原油処

理能力を削減いたしますので、お知らせします。

 

　今回の対応により、当社は１４３千バーレル／日の処理能力を削減し、グループの原油処理能力は１，３０３千バーレル／日

となります。

 

　当社は、今後とも最適な製油所体制の構築等を通じて、更なる競争力強化を推進し、石油製品の安定供給に努めてまいりま

す。

記

１．原油処理能力削減の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千バーレル／日）

  ２０１６年３月末

（削減前）

２０１７年３月末

（削減後）

削減量

水島製油所 ３８０ ３２０ ▲　６０

麻里布製油所 １２７ １２０ ▲　　７

鹿島石油㈱　鹿島製油所　※１ ２７４ １９７ ▲　７６

　計　 ７８１ ６３７ ▲１４３

※１　当社の７０．６８％出資子会社。

 

２．２０１７年３月末　当社原油処理能力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千バーレル／日）

  ２０１７年３月末

（削減後）

仙台製油所 １４５

根岸製油所 ２７０

水島製油所 ３２０

麻里布製油所 １２０

大分製油所 １３６

鹿島石油㈱　鹿島製油所 １９７

大阪国際石油精製㈱　大阪製油所※２ １１５

　計　 １，３０３　 　　　　　

※２　当社の５１％出資子会社。輸出型製油所。
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